
７

い
ま
し
た
。

調
査
結
果
と
し
て
、「
関
西
方

面
出
張
に
伴
う
一
連
の
問
題
に

つ
い
て
」
は
、
業
者
と
同
行
し

た
公
務
出
張
は
基
本
的
に
間
違

い
で
あ
り
、
多
く
の
疑
惑
を
発

生
さ
せ
る
要
因
と
な
り
、
こ
れ

ら
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る

こ
と
は
、
市
長
の
行
動
と
し
て

ま
こ
と
に
遺
憾
と
し
、
市
長
に

謝
罪
を
求
め
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
当
初
そ
の
事
実
と

異
な
る
説
明
を
議
会
で
行
っ
た

こ
と
は
、
疑
惑
を
深
め
る
結
果

と
な
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

も
市
長
に
謝
罪
を
求
め
ま
し
た
。

ま
た
、「
し
尿
処
理
施
設
の
入

札
及
び
そ
の
後
の
執
行
問
題
」

に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
は
市

長
と
業
者
と
の
疑
惑
の
確
証
は

得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
今
後

の
課
題
と
し
て
調
査
は
進
め
、

そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

も
審
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
本
特
別
委
員
会
は
、

市
民
へ
の
傍
聴
を
認
め
た
こ
と

に
よ
り
、
報
道
機
関
だ
け
で
な

く
市
民
に
公
開
で
き
た
こ
と
は

透
明
性
を
高
め
る
上
で
画
期
的

な
委
員
会
運
営
と
な
っ
た
と
考

え
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
引
き

続
き
残
さ
れ
た
課
題
の
究
明
に

向
け
て
調
査
活
動
を
継
続
し
て

い
き
ま
す
。

こ
の
定
例
会
で
、
可
決
さ
れ

た
主
な
議
案
の
要
旨
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

○
桐
生
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

廃
棄
二
輪
車
の
リ
サ
イ
ク
ル

に
つ
い
て
、
国
内
二
輪
車
製
造

業
者
が
中
心
と
な
っ
て
、
二
輪

車
の
引
取
り
及
び
再
資
源
化
を

推
進
す
る
た
め
「
二
輪
車
リ
サ

イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
」
を
確
立
し

た
こ
と
か
ら
、
桐
生
市
と
し
て

も
適
正
な
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る

廃
棄
物
の
減
量
と
資
源
の
有
効

活
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
条

例
の
一
部
改
正
を
行
う
も
の
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

市
議
会
は
、
人
事
案
件
五
件

に
同
意
及
び
、
異
議
な
い
旨
回

答
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
中
　
嶋
　
三
代
支
　
氏

（
再
任
）

○
石
　
原
　
庸
　
右
　
氏

（
再
任
）

○
石
　
井
　
謙
　
三
　
氏

（
再
任
）

○
田
　
島
　
昭
　
子
　
氏

（
再
任
）

○
本
　
間
　
光
　
雄
　
氏

（
新
任
）

市
長
と
業
者
等
の
疑
惑
追
及

調
査
特
別
委
員
会
は
、
い
わ
ゆ

る
百
条
委
員
会
と
い
わ
れ
る
委

員
会
で
あ
り
、
市
長
と
業
者
等

の
疑
惑
に
つ
い
て
調
査
を
す
る

た
め
、
平
成
十
六
年
三
月
十
九

日
に
設
置
さ
れ
、
十
二
月
八
日

ま
で
に
延
べ
三
十
六
回
の
委
員

会
を
開
催
し
、
調
査
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。

調
査
項
目
に
つ
い
て
は
、

①
関
西
方
面
出
張
に
伴
う
一
連

の
問
題
に
つ
い
て

②
し
尿
処
理
施
設
の
入
札
及
び

そ
の
後
の
執
行
問
題

の
二
件
と
し
て
、
調
査
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

そ
の
間
に
、
市
長
及
び
議
長

に
対
し
て
調
査
に
必
要
な
記
録

と
資
料
の
提
出
を
求
め
、
当
局

資
料
五
十
六
件
、
参
考
資
料
十

三
件
、
議
会
資
料
四
十
四
件
、

裁
判
記
録
一
件
の
提
出
が
あ
り
、

市
長
、
助
役
に
対
し
説
明
の
た

め
出
席
を
求
め
、
職
員
に
対
し

て
も
説
明
員
及
び
参
考
人
と
し

て
出
席
を
求
め
、
説
明
を
受
け

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
証
人
と
し

て
証
言
を
求
め
る
に
あ
た
っ
て

は
証
人
二
人
の
証
人
尋
問
を
行

中 間 
報 告 

市
長
と
業
者
等
の
疑
惑
追
及 

調
査
特
別
委
員
会 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
概
要

条
例
施
行
日

固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員

教
育
委
員
会
委
員

人
権
擁
護
委
員 み

　

よ
　
　
し

よ
う
　
　

す
け

平
成
十
七
年
第
一
回
臨
時

会
が
、
一
月
十
八
日
に
招
集

さ
れ
、
二
十
日
ま
で
の
三
日

間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
臨
時
会
で
は
、
六
月

十
三
日
か
ら
新
里
村
、
黒
保

根
村
の
区
域
を
桐
生
市
に
編

入
合
併
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り

群
馬
県
知
事
に
申
請
を
行
う

た
め
の
議
案
で
あ
る
合
併
に

伴
う
地
域
審
議
会
の
設
置
に

関
す
る
協
議
書
の
議
案
、
桐

生
市
外
六
か
町
村
広
域
市
町

村
圏
振
興
整
備
組
合
か
ら
の

脱
退
に
伴
う
財
産
処
分
に
関

す
る
協
議
、
桐
生
市
外
六
箇

町
村
医
療
事
務
組
合
か
ら
の

脱
退
に
伴
う
財
産
処
分
に
関

す
る
協
議
に
つ
い
て
の
議
案

な
ど
九
案
件
の
審
議
を
行
い
、

そ
れ
ぞ
れ
原
案
可
決
し
ま
し

た
。

（
市
議
会
本
会
議
）


